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４．交通調査基本区間標準のデータ仕様と解説 
４．１ 交通調査基本区間データベースの項目とレコードフォーマット 

交通調査基本区間データベースの項目とレコードフォーマットは表１－１のとおりで

あり、①交通調査基本区間の ID である交通調査基本区間番号（No.1）及び世代管理番号

（No.2、No.3）、②データ作成基準日（No.4）、③データ確定・見込みフラグ（No.5）、④

データの有効期限（No.6、No.7）及び⑤属性情報（No.8～No.37）から構成される。 

［解説］ 

  表１－１で示された各項目の詳細な仕様と解説については、４．２～４．６で示す。 

表１－１ 交通調査基本区間データベースの項目とレコードフォーマット 

No 項目名 単位 桁数 主キー
重複

許可※ 
備考 

1  交通調査基本区間番号  11 ○ ○ 主キーは、

1～3 の複

合キー 
2  世代管理 

番号 
十の位  1 ○ ○ 

3  一の位  1 ○ ○ 

4  データ作成基準日 年月日 8  ○  

5  データ確定・見込みフラグ  1  ○  

6  データ有効期限（自） 年月日 8  ○  

7  データ有効期限（至） 年月日 8  ○  

8  道路種別  1  ○  

9  路線番号  4  ○  

10  路線名  32  ○  

11  主路線・従路線フラグ  1  ○  

12  管理区分  1  ○  

13  現道旧道区分  1  ○  

14  
道路施設現況調査 

路線名コード  4  ○  

15  路線分割番号  2  ○  

16  市区町村コード  5  ○  

17  自動車専用道路の別  1  ○  

18  区間種別  1  ○  

19  
分離区間 

分離区分  1  ○  

20  主路線の交通調査基本区間番号  11  ○  

21  延長非集計フラグ  1  ○  

22  区間延長 0.1km 5  ○  

23  高規格道路区分  1  ○  

24  一般国道区分  1  ○  

25  一方通行フラグ  1  ○  

26  
起
点
側 

接続区分  1  ○  

27  接続先交通調査基本区間番号  11  ○  

28  世代管理番号 十の位  1  ○  

29  枝路線内の前の交通調査基本区間番号  11  ○  

30  世代管理番号 十の位  1  ○  

31  備考 1  50  ○  

32  
終
点
側 

接続区分  1  ○  

33  接続先交通調査基本区間番号  11  ○  

34  世代管理番号 十の位  1  ○  

35  枝路線内の次の交通調査基本区間番号  11  ○  

36  世代管理番号 十の位  1  ○  

37  備考 2  50  ○  
※重複許可とは、同一項目に同じ値の入力が可能であることを示す。（ただし、３つの主キーを組み合わせた値は、同じ値になってはならない。） 
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４．２ 交通調査基本区間番号と世代管理番号 

交通調査基本区間番号（以下「区間番号」という。）は、各区間の幹線道路網上におけ

る位置を一意に特定するためのものであり、都道府県コード（2桁）、道路種別コード（1

桁）、路線番号（4 桁）及び順番号（4 桁）を組み合わせた 11 桁からなる。一度付与され

た区間番号は、原則として変更しない。 

世代管理番号（2桁）は、ある交通調査基本区間において分割や属性変更等が生じた場

合に、それらを区別して扱うために設定するものであり、十の位が交通調査基本区間の分

割回数を、一の位が属性変更回数を示し、初期値は 00 とする。交通調査基本区間を分割

する場合は十の位を 1だけ加算し、一の位は 0にリセットする。属性変更を行う場合は、

一の位を 1だけ加算する。また、交通調査基本区間を廃止する場合は 99 とする。 

［解説］ 

（１）区間番号の設定方法 

区間番号の設定例は、図１－６のとおりである。なお、都道府県コードは表１－２を、

道路種別コードは、「４．６（１）道路種別」を参照されたい。 

 
図１－６ 区間番号の設定例 

 

表１－２ 都道府県コード (JIS X 0401 準拠) 

都道府県名 コード 都道府県名 コード 都道府県名 コード 

北海道 01 石川県 17 岡山県 33 
青森県 02 福井県 18 広島県 34 
岩手県 03 山梨県 19 山口県 35 
宮城県 04 長野県 20 徳島県 36 
秋田県 05 岐阜県 21 香川県 37 
山形県 06 静岡県 22 愛媛県 38 
福島県 07 愛知県 23 高知県 39 
茨城県 08 三重県 24 福岡県 40 
栃木県 09 滋賀県 25 佐賀県 41 
群馬県 10 京都府 26 長崎県 42 
埼玉県 11 大阪府 27 熊本県 43 
千葉県 12 兵庫県 28 大分県 44 
東京都 13 奈良県 29 宮崎県 45 
神奈川県 14 和歌山県 30 鹿児島県 46 
新潟県 15 鳥取県 31 沖縄県 47 
富山県 16 島根県 32   

 

交通調査基本区間の番号体系
（例） 交通調査基本区間番号

１２ ３ ０２９６ ０３２０

都道府県
[例] １２＝千葉県

道路種別
[例] ３＝一般国道

路線番号
[例] ０２９６＝国道２９６号

順番号

０３２０：国道２９６号の区間を、主道
路・従道路の順、起点からの順に並
べたときに、３２番目の区間
＊下一桁の初期値は0

交通調査基本区間番号 設定交通量調査基本区間番号 設定
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（２）交通調査基本区間の分割、属性変更及び廃止 

  ①分割：交通調査基本区間の途中に、他の枝路線や大規模施設のアクセス点等が接続

することにより、当該区間が分割されること。 

 

  ②属性変更：交通調査基本区間の属性情報（No.31 と No.37 を除く。）が変更されるこ

と。なお、交通調査基本区間を統合する場合は、「４．６（１９）接続区分」

コードを 9（旧分割点）に変更する属性変更により、区間の統合を表現する。

詳細は、「４．６（１９）の［解説］３）＜接続区分９＞旧分割点」を参照さ

れたい。 

     

③廃止：廃道等の理由により、交通調査基本区間の設定対象とする幹線道路ネットワ

ークから除外されること。 

一方、交通調査基本区間が一度追加されると、各種交通調査結果が関連づ

けて整理され、道路が存在する限りはその後の調査や分析に活用される可能

性がある。このため、道路種別が都道府県道等から市区町村道（交通調査基

本区間の対象外の路線）になったとしても、基本的には交通調査基本区間は

廃止しない。ただし、幹線道路ネットワークを形成する上で不必要になった

場合は、この限りではない（「１．目的と適用の[解説]（３）」参照）。 

 

（３）分割回数と属性変更回数の上限 

世代管理番号は、交通調査基本区間の廃止を「99」で表すため、分割回数、属性変更

回数とも上限を 8 回とする。 

 

（４）区間番号の順番号と世代管理番号の付番ルール 

 区間番号は、各区間の幹線道路網上における位置を一意に特定するためのものであり、

同じ区間番号が全国に重複して存在してはならない。また、異なる時点におけるデータ

の比較を容易にするため、一度付与された区間番号は、原則として変更しない。すなわ

ち、区間番号の変更は、後述する「２）既存の交通調査基本区間を分割する場合」の起

点側の区間番号の付番の際にのみ実施し、これ以外の区間番号の変更は行わない。 

区間番号の重複を防ぎつつ、路線や枝路線単位の集計・分析を容易にするため、区間

番号の順番号及び世代管理番号の付番ルールを次のように定める。 

 

１）交通調査基本区間を初期設定する場合 

交通調査基本区間を初期設定する場合の順番号（図１－７参照）及び世代管理番号の

付番ルールは、以下のとおりとする。なお、初期設定は、平成 22 年道路交通センサスに

おいて、平成 22 年秋季（10 月 1 日又は交通量観測日）時点の道路網に基づき行った。  
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図１－７ 区間番号の順番号の初期設定イメージ 

① 都道府県単位で路線毎に順番号を付す。 

② 交通調査基本区間の分割等を考慮し、下一桁を 0 とした 10 番おきの番号を付す。 

③ 主路線の順番号は、枝路線の起点に続く交通調査基本区間を 0010 とし、主路線に

沿って起点から終点に向かって昇順となる番号を付す。 

④ 従路線の順番号は、従路線を道路管理者が管理しやすい順番に並び替えたうえ、

主路線に続く番号を付す。ただし、各従路線（すなわち枝路線が替わる場合）の

最初の順番号は、それまでに使用した最後の順番号に 20 を加えた番号とし、枝路

線に沿って起点から終点に向かって昇順となる番号を付す。また、重用区間や交

通不能区間により枝路線が連続していない場合（「図１－２②、③参照」）の最初

の順番号も同様である。 

なお、上記の各従路線の最初の順番号の付番において、それまでに使用した最後

の順番号に 10 を加えた番号は永久欠番とし、以降はその順番号を使用してはなら

ない。 

⑤ 将来的に交通調査基本区間が追加されることが明らかな場合には、あらかじめ追

加される区間を考慮して、順番号を付す。 

⑥ 重用区間においては、「２．４ 重用路線の扱い」に従い、最上級となる路線の区

間番号を付す。 

⑦ 世代管理番号は「00」とする。 

 

２）新たに交通調査基本区間を追加する場合 

  新たに交通調査基本区間を追加する場合の設定ルールは、基本的に「１）交通調査基

本区間を初期設定する場合」と同じである。 

ただし、１）の設定ルールは、道路移管による起点終点方向の逆転、主路線・従路線

の組替え等により満たされなくなる場合がある。しかし、「一度付与された区間番号は、

原則として変更しない」ルールを優先させ、順番号は変更しない。 
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なお、順番号を変更しないことにより、区間番号から区間の起点側・終点側の方向、

主路線・従路線等の判断が難しくなる場合がある。この場合であっても、「主路線・従路

線フラグ」「現道旧道区分」「接続区分」「接続先交通調査基本区間番号」「枝路線内の前

（次）の交通調査基本区間番号」を正しく設定・更新することにより、これらの属性情

報から区間の起点側・終点側の方向、主路線・従路線等の判断が可能である（図１－８

参照）。 

［更新前］ 

交通調査基本区

間番号 

主路

線・従

路線フ

ラグ

現道

旧道

区分 

起点側 終点側 

接続

区分 

接続先交通調査

基本区間番号

枝路線内の前の

交通調査基本区

間番号 

接続

区分

接続先交通調査

基本区間番号 

枝路線内の次の

交通調査基本区

間番号 

*******0010 1 1 * *********** *********** 2 *******0090 *******0020 

*******0020 1 1 2 *******0090 *******0010 * *********** *******0030 

*******0030 1 1 * *********** *******0020 * *********** *********** 

*******0090 2 3 1 *******0010  8   

［更新後］ 

交通調査基本区

間番号 

主路

線・従

路線フ

ラグ

現道

旧道

区分 

起点側 終点側 

接続

区分 

接続先交通調査

基本区間番号

枝路線内の前の

交通調査基本区

間番号 

接続

区分

接続先交通調査

基本区間番号 

枝路線内の次の

交通調査基本区

間番号 

*******0010 1 1 * *********** *********** 2 *******0020 *******0090 

*******0020 2 2 1 *******0010  2 *******0030  

*******0030 1 1 1 *******0020 *******0090 * *********** *********** 

*******0090 1 1 2 *******0020 ******0010 1 *******0020 *******0030 

図１－８ バイパスの供用により主路線・従路線の組換えを行う例 

 

凡例 
主路線 
従路線 

※4 桁の数字は順番号を示す 

（更新前） 

起
点

終
点 

0020 
0010 

0030 0090 

（更新後） 

バイパス（0090）の供用開始に
伴い現道区間が旧道となり、従
路線に組替え 

起
点

終
点

0020 
0010 

0030 

0090 

主路線の区間番号の順番号は
0010→0020→0030 

更新後の主路線の区間番号の順
番号は 0010→0090→0030 

他の路線 
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３）既存の交通調査基本区間を分割する場合 

既存の交通調査基本区間の途中に新たな交通調査基本区間が接続する等の理由により、

区間分割が発生した場合の順番号及び世代管理番号の付番ルールは以下のとおりである。 

ここで、分割後に終点側の順番号を保持する理由は、「基本交差点番号は、基本交差点

に終点側で接続する交通調査基本区間のうち最小の区間番号と一致させる」というルール

があるためである。すなわち、交通調査基本区間が分割しても、基本交差点番号が変化し

ないように配慮している。 

なお、基本交差点データにおける交差点番号の設定方法については、「２章．基本交差

点データ標準」を参照されたい。 

 

① 分割後の終点側区間の順番号は、分割前の順番号と同じとする。世代管理番号は、

十の位を 1 だけ加算し、一の位は 0 にリセットする。 

② 分割後の起点側区間の順番号は、原則として「分割前の順番号」より小さく、「分

割前の順番号より小さい最大の 10 の倍数」より大きい番号とする。世代管理番号

は「00」とする。例えば、順番号 0010 を分割する際には、分割後の起点側の順番

号は、0001～0009 の範囲で付与するものとする。（図１－９参照） 

例：分割前 0005 → 分割後 起点側 0001～0004 終点側 0005 

 （解説）分割後の起点側の順番号は、「分割前の順番号」0005 より小さく、 

    「分割前の順番号より小さい最大の 10 の倍数」0000 より大きい番号 

    となるので、0001～0004 の範囲で付与する。 

③ 順番号は起点側から終点側に向かって昇順となるように付与する。 

④ 区間番号の初期設定では 10 番おきに順番号を付与しているので、理想的には「（３）

分割回数と属性変更回数の上限」で述べた分割回数の制限である 8 回まで区間分

割が可能である。しかし、②の付番のしかたによっては、③の条件を満たす順番

号が、将来の再分割、再々分割時等に不足するおそれがある。できる限り将来の

分割点を想定し、付与可能な順番号が不足することがないように留意することが

必要である。 

⑤ 路線の上下方向が逆転した区間（区間番号を初期設定した時点と起点側、終点側

が入れ替わった区間）においては、上記①～④の順番号設定ルールの「起点側」

を「終点側」、「終点側」を「起点側」と読み替えて対応する。 

 例えば、図１－１０の 0010-00 の路線の上下方向が、区間の分割前に逆転してい

た場合。上記①の「終点側」を「起点側」、②の「起点側」を「終点側」と読み替

え、③の「起点側」を「終点側」、「終点側」を「起点側」と読み替えることで、

図１－１０のように分割後の順番号は、図１－９と同じ結果となる。 
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図１－９ 分割時の順番号及び世代管理番号設定例 

 

 
図１－１０ 分割時の順番号及び世代管理番号設定例（上下方向が逆転した区間） 

 

 

４）交通調査基本区間を廃止する場合 

交通調査基本区間を廃止する場合の順番号及び世代管理番号の付番ルールは、以下のとお

りとする。 

① 廃止された交通調査基本区間の順番号は永久欠番とし、再度使用しない。 

② 世代管理番号を 99 とする。 

 

0010-00

0005-00

0010-10

起点側 終点側

新規追加区間

分割区間

（当初） 

（分割後）

0010-00

（上下方向逆転） 

0010-00

0005-00

0010-10

起点側 終点側
新規追加区間 

分割区間

（分割前） 

（分割後） 
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（５）世代管理番号の設定例と意義 

交通調査基本区間の分割、属性変更、廃止の場合の世代管理番号の設定例を、表１－３

に示す。区間を分割する場合は、一の位を「0」にリセットする点に注意すること。 

これらのルールにより世代管理番号を付番することにより、同一の区間番号のうち最大

の世代管理番号を持つ交通調査基本区間が最新の道路の状況を表していることになる。 

                

                         凡例 0010-00 

表１－３ 世代管理番号の設定例 

                                                               

ケース 世代管理番号 付番の事例 

1 分割される場合 

十の位を 1 だけ 

加算し、 

一の位を 0 に 

リセットする 

 

 

 

 

 

2 属性変更される場合 
一の位を１だけ 

加算する 

 

 

 

 

 

3 
交通調査基本区間が

廃止される場合 
 

 

 

 

 

 

区間番号（4桁に簡略化） 世代管理番号 

0010-02 
 (変更前)

0010-10 
(変更後)

0005-00
※0005 は新規区間なので、世代管理番号は 00 となる。

0010-02 
(変更前)

(変更後) 0010-99 

0010-02 
(変更前)

(変更後)
0010-03 

※さらに属性変更される場合は「04」となる
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４．３ データ作成基準日 

データ作成基準日は、当該日の道路の状況を踏まえて交通調査基本区間データを作成す

る基準となる日を設定する。データ作成基準日は、全ての交通調査基本区間に同一の日を

設定し，特に指定が無い限り、交通調査基本区間の更新実施年度の 4月 1日とする。 

［解説］ 

データ作成基準日を平成 23 年 4 月 1 日とした場合、4 月 1 日及び 3 月 31 日以前の更新事

象を確定した情報としてデータに反映し、4 月 2 日以降の更新事象を見込みとしてデータに

反映した事を意味する。 

更新時点による交通調査基本区間データのバージョンの違いを呼び分ける際には、本属

性を用いることとする。すなわち、例えば平成 23 年 4 月 1 日をデータ作成基準日とした場

合の交通調査基本区間データの呼称は「交通調査基本区間データ 20110401」とする。 

なお、平成 22 年度道路交通センサス時に初期設定した交通調査基本区間データベースの

のデータ作成基準日は、「20101001」（西暦８桁）である。 

 

４．４ データ確定・見込みフラグ 

データ確定・見込みフラグは、データ作成基準日における道路の状況を踏まえ、実在す

るデータとして確定しているか否かを区別するものであり、表１－４に基づき設定する。

［解説］ 

表１－４ データ確定・見込みフラグ 

確定・見込みフラグ コード番号

確定（実在）データ 0 
追加見込みデータ 1 
分割見込みデータ 2 
廃止見込みデータ 3 
属性変更見込みデータ 4 

 
 各種の道路調査は実在する道路を対象としているため、調査結果はその状況を適切に反

映した交通調査基本区間に基づいて整理されるべきである。一方、交通調査基本区間デー

タの迅速な更新及び近い将来における幹線道路ネットワークの変化の状況の把握等のため

には、見込みの交通調査基本区間データを予め設定しておくことが有効である。ただし、

これらの交通調査基本区間のデータが、データ作成基準日における道路の状況を適切に反

映したものか、将来の見込みであるかを明確に区別しておくことが必要である。 

そこで、表１－４に分類される確定データと見込みデータを表すフラグを設けた。これ

らの意味は以下のとおりである。 

 

①確定（実在）データ：各種の道路交通調査や分析に用いる実在データ 

②追加見込みデータ：供用や市区町村道からの昇格等により、新たに交通調査基本区
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間として追加される見込みのデータ 

③分割見込みデータ：分割される見込みのデータ。１つの区間が２つに分割見込みの

場合は、２つとも分割見込みデータとなる。 

④廃止見込みデータ：廃止される見込みのデータ 

⑤属性変更見込みデータ：属性変更される見込みのデータ 

 

平成 22 年度道路交通センサスにおいて初期設定された交通調査基本区間は、全て①確定

（実在）データである。また、②～⑤の見込みデータを予め登録しておいて、①確定（実

在）データに変更するという手順が理想であるものの、追加、分割、廃止又は属性変更が

生じた時に、直接①確定（実在）データを登録する場合もありうる。 

また、４．２で示した交通調査基本区間番号と世代管理番号の付番ルールは、①確定（実

在）データだけでなく、②～⑤の見込みデータにもそのまま適用できる。ただし、複数の

⑤属性変更見込みデータ等を登録する場合において、登録順に世代管理番号を設定すると、

実際の属性変更等の発生順序と不整合になる場合がある。このような場合は、データ確定

時に、世代管理番号を属性変更等の発生順序と整合するように修正する必要がある。 
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４．５ データ有効期限 

データ有効期限（自）・（至）は、交通調査基本区間が表現する道路の状況が実際に存在

した期間又は存在することが見込まれる期間を設定する。 

［解説］ 

幹線道路のネットワークの状況は、道路の供用開始や線形改良等により変化が生じ

る。そこで、交通調査基本区間にデータ有効期限（自）・（至）を設定することにより、

その範囲で過去及び将来の任意の時点における幹線道路ネットワークの状況を把握す

ることが可能となる。ここで、有効期限は、供用開始や廃道、路線の変更等が道路法

等に基づき公示された期日とする。また、見込みデータにおいて、有効期限の明確な

年月日が確定していない場合は、年月又は年までを設定する。 

データ有効期限（自）・（至）は、４．４の確定（実在）データにおいて、特に重要

となる。現在の道路状況を表している交通調査基本区間のデータは、「データ有効期限

（自）」のみ値を記入し、「データ有効期限（至）」は空欄とする。なお、平成 22 年の

道路交通センサス時に初期設定した交通調査基本区間の「データ有効期限（自）」は、

全て「20101001」としている。 

一方、廃道等により交通調査区間自体が廃止になった場合や管理区分等の属性が変

更になった場合の元のデータは、現状で使用されていないため、「データ有効期限（自）」

に加えて、「データ有効期限（至）」を必ず記載する必要がある。 

 

また、４．４の見込みデータにおけるデータ有効期限（自）・（至）は、一つの目安

として分かる範囲で入力するものであり不確実な値であるため、確定（実在）データ

に変更する際には、必ず確認の上、正しい値に変更する必要がある。 

 

（１）交通調査基本区間追加時の確定・見込みフラグ、データ有効期限等の設定ルール 

供用や市区町村道からの昇格等により、新たに交通調査基本区間が追加される場合

の例を表１－５に示す。2011 年 11 月に追加見込みのデータが、2011 年 11 月 5 日に実

際に追加されたことを示している。 

表１－５ 新たに交通調査基本区間が追加される場合の例 

［追加見込みデータを登録］※2011 年 11 月に供用見込みの場合 

交通調査基本区間番号 世代管理番号 確定・見込み データ有効期限（自） データ有効期限（至） 

*******0100 00 1 201111  

※見込みの場合は見込みの年月日をデータ有効期限（自）とする 

［追加確定後］ ※実際には 2011 年 11 月 5 日に供用された場合 

交通調査基本区間番号 世代管理番号 確定・見込み データ有効期限（自） データ有効期限（至） 

*******0100 00 0 20111105  
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（２）交通調査基本区間分割時の確定・見込みフラグ、データ有効期限等の設定ルール 

交通調査基本区間が分割される場合の例を表１－６に示す。2011 年 11 月に分割見込

みのデータが、2011 年 12 月 5 日に実際に分割されたことを示している。 

表１－６ 交通調査基本区間が分割される場合の例 

［分割前］ 

交通調査基本区間番号 世代管理番号 確定・見込み データ有効期限（自） データ有効期限（至） 

*******0100 00 0 20101001  

［分割見込みデータを登録］※2011 年 11 月に分割見込の場合 

交通調査基本区間番号 世代管理番号 確定・見込み データ有効期限（自） データ有効期限（至） 

*******0100 00 0 20101001  

*******0100 10 2 201111  

*******0095 00 2 201111  

［分割確定後］※実際には 2011 年 12 月 5 日に分割された場合 

交通調査基本区間番号 世代管理番号 確定・見込み データ有効期限（自） データ有効期限（至） 

*******0100 00 0 20101001 20111204 

*******0100 10 0 20111205  

*******0095 00 0 20111205  

 

（３）交通調査基本区間廃止時の確定・見込みフラグ、データ有効期限等の設定ルール 

廃道又は交通調査基本区間の対象路線から外れることによって交通調査基本区間が

廃止される場合の例を表１－７に示す。見込みとおり、2011 年 12 月 1 日に区間が廃止

されている。2010 年 10 月 1 日から 2011 年 11 月 30 日まで「存在」していた交通調査

基本区間が、2011 年 12 月 1 日以降は「廃止」されたことを示している。 

表１－７ 交通調査基本区間が廃止される場合の例 

［廃止前］ 

交通調査基本区間番号 世代管理番号 確定・見込み データ有効期限（自） データ有効期限（至） 

*******0100 00 0 20101001  

［廃止見込みデータを登録］※2011 年 12 月 1 日に廃止見込みの場合 

交通調査基本区間番号 世代管理番号 確定・見込み データ有効期限（自） データ有効期限（至） 

*******0100 00 0 20101001  

*******0100 99 3 20111201  

［廃止確定後］※実際に 2011 年 12 月 1 日に廃止された場合 

交通調査基本区間番号 世代管理番号 確定・見込み データ有効期限（自） データ有効期限（至） 

*******0100 00 0 20101001 20111130 

*******0100 99 0 20111201  

 ※交通調査基本区間の廃止データの有効期限（自）が 2011 年 12 月 1 日となっていることに注意。 
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（４）交通調査基本区間の属性変更時の確定・見込みフラグ、データ有効期限等の設定ル

ール 

交通調査基本区間の属性（道路種別、路線番号等）が変更される場合の例を表１－

８に示す。 

見込みとおり、2011 年 7 月 1 日に属性が変更されている。 

表１－８ 交通調査基本区間の属性（道路種別、路線番号等）が変更される場合の例 

［属性変更前］ 

交通調査基本区間番号 世代管理番号 確定・見込み データ有効期限（自） データ有効期限（至） 

*******0100 00 0 20101001  

［属性変更見込みデータを登録］※2011 年 7 月 1日に属性変更見込みの場合 

交通調査基本区間番号 世代管理番号 確定・見込み データ有効期限（自） データ有効期限（至） 

*******0100 00 0 20101001  

*******0100 01 4 20110701  

［属性変更確定後］ 

交通調査基本区間番号 世代管理番号 確定・見込み データ有効期限（自） データ有効期限（至） 

*******0100 00 0 20101001 20110630 

*******0100 01 0 20110701  
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４．６ 交通調査基本区間の属性情報 

交通調査基本区間の属性情報は、交通調査基本区間の位置の特定、データ項目別の集計

分析、道路施設現況調査の結果との整合性の確保及び基本交差点データの生成等を目的と

して設定する。 

［解説］ 

属性情報の個別のデータ項目の仕様並びに設定方法及び設定上の留意点等の解説につ

いては、以下、順に説明する。 

 

（１）道路種別 

道路種別は表１－９の道路種別コードにより設定する。 

［解説］ 

表１－９ 道路種別コード 

道路種別 コード番号

 高速自動車国道 1 
 都市高速道路 2 
 一般国道 3 
 主要地方道（都道府県道） 4 
 主要地方道（指定市市道） 5 
 一般都道府県道 6 
 指定市の一般市道 7 
 その他 8 

 

高速自動車国道とは、国土開発幹線自動車道建設法又は高速自動車国道法により指

定された路線である。 

都市高速道路には、指定都市高速道路（名古屋市、広島市及び福岡市・北九州市の

都市高速道路）を含む。 

主要地方道は、都道府県道となっているものと指定市の市道となっているものとに

分類する。 

指定市の一般市道の選定基準は、原則として 4 車線以上の道路で、一般都道府県道

以上の道路と同等の機能を有する路線である。 

その他とは、上記 1～7 以外の路線で、道路ネットワークを構成するために必要な市

区町村道等（IC 等へのアクセス道路、主要施設と接続する道路等）である（図１－１

１参照）。 
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［その他（IC 等へのアクセス道路）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［その他（主要施設との接続）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１１ 道路種別コードが「その他」となる場合の例 

 

 

凡例 
 高速道路 市区町村道 
 IC、ランプ 鉄道 
 一般国道 交通調査基本区間分割点 
 都道府県道 

高速○○線 

国道○○号 

県道△△線 

高速道路 IC にアクセスす

る市町村道 

主要駅 

国道○○号 

県道△△線 県道●●線 

地域の道路ネットワーク

として重要な市町村道 

鉄道 
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（２）路線番号 

 路線番号は、以下のとおり設定する。 

１）高速自動車国道のうち、高速道路会社が管理する路線では、表１－１１の路線番号と

する。また、新直轄区間は、表１－１２の道路施設現況調査の路線名コードに３０００

を加えた値とする。 

２）都市高速道路では、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び地方道路公社

が設定している路線番号とする。 

３）一般国道では、国道番号とする。 

４）都道府県道では、道路標識等で表示されている路線番号とする。 

５）政令市道では、４桁の路線番号のうち上１桁に、表１－１０に従い同一県内の政令市

を区分する番号を付し、下３桁に政令市内で重複しないように任意に定めた番号を付す。

６）その他の市町村道では、地方整備局等が同一都道府県内で重複しないように任意に定

めた番号とする（図１－１２参照）。 

［解説］          

表１－１０ 政令市道における路線番号の上１桁 

政令市名 コード番号

下記以外の政令市 0 

川崎市、浜松市、福岡市 3 

堺市 4 

相模原市 5 

 

［市町村道の付番（重複しない番号を設定）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１２ 市町村道の付番の例 

高速○○線 

国道○○号 県道△△線 

Ａ市道△線 
（No.0001） 

Ｂ市道△線 
（No.0002） 

重複しない番号を設定 

凡例 
 高速道路 都道府県道 
 IC、ランプ 市区町村道 
 一般国道 交通調査基本区間分割
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表１－１１ 平成 22 年度 高速自動車国道路線番号表（高速道路会社管理路線） 

路線 

番号 
路 線 名 

路線 

番号 
路 線 名 

1010 東名高速道路 1260 山陰自動車道 

1011 名神高速道路 1301 東九州自動車道 

1020 山陽自動車道 1311 長崎自動車道 

1030 九州自動車道 1312 大分自動車道 

1040 東北自動車道 1320 宮崎自動車道 

1050 道央自動車道 1350 沖縄自動車道 

1061 徳島自動車道 1400 常磐自動車道 

1062 松山自動車道 1410 八戸自動車道 

1070 東名阪自動車道 1412 青森自動車道 

1072 西名阪自動車道 1420 秋田自動車道 

1073 近畿自動車道 1421 釜石自動車道 

1080 北陸自動車道 1430 山形自動車道 

1081 日本海東北自動車道 1440 磐越自動車道 

1100 中央自動車道西宮線 1450 東北中央自動車道 

1101 中央自動車道富士吉田線 1460 北関東自動車道 

1110 東京外環自動車道 1510 札樽自動車道 

1120 東関東自動車道 1530 道東自動車道 

1121 新空港自動車道 1611 高松自動車道 

1130 館山自動車道 1612 高知自動車道 

1140 中部横断自動車道 1710 伊勢自動車道 

1201 中国自動車道 1720 阪和自動車道 

1202 関門橋 1721 関西空港自動車道 

1210 舞鶴若狭自動車道 1730 紀勢自動車道 

1221 岡山自動車道 1800 関越自動車道 

1222 米子自動車道 1810 上信越自動車道 

1231 広島自動車道 1820 長野自動車道 

1232 浜田自動車道 1830 東海北陸自動車道 

1241 播磨自動車道 1840 伊勢湾岸自動車道 

1250 松江自動車道 1900 新東名高速道路 

  1910 新名神高速道路 
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表１－１２ 平成 20 年度 道路施設現況調査 新直轄区間路線名コード表 

路線名 道路名 区 間 コード

北海道縦貫自動車道（函館名寄線） 道央自動車道 士別剣淵～名寄間 0101 

  七飯～大沼間 0102 

北海道横断自動車道（黒松内端野線） 道東自動車道 足寄～北見間 0201 

北海道横断自動車道（黒松内釧路線）  本別～釧路間 0202 

東北横断自動車道（釜石秋田線） 釜石自動車道 遠野～宮守間 0401 

  宮守～東和間 0402 

日本海沿岸東北自動車道 日本海東北自動車道 温海町～鶴岡JCT間 0501 

  本庄～岩城間 0502 

  荒川～朝日間 0504 

 秋田自動車道 大館～小坂JCT間 0503 

東北中央自動車道（相馬尾花沢線） 東北中央自動車道 福島JCT～米沢間 0601 

  米沢～米沢北間 0602 

  東根～尾花沢間 0603 

中部横断自動車道 中部横断自動車道 八千穂～佐久南間 1601 

  佐久南～佐久JCT間 1602 

  富沢～六郷間 1603 

近畿自動車道（松原那智勝浦線） 阪和自動車道 白浜～すさみ間 1801 

  田辺～白浜間 1803 

近畿自動車道（尾鷲勢和線）  尾鷲北～紀伊長島間 1802 

中国横断自動車道（姫路鳥取線） 鳥取自動車道 佐用JCT～大原間 2201 

  智頭～鳥取間 2202 

中国横断自動車道（岡山米子線） 米子自動車道 米子～米子北間 2203 

中国横断自動車道（尾道松江線） 尾道自動車道 尾道JCT～三次JCT間 2204 

 松江自動車道 三次JCT～三刀屋木次間 2205 

四国横断自動車道（阿南中村線）  阿南～小松島間 2501 

  須崎新庄～窪川間 2502 

  小松島～徳島東間 2504 

四国横断自動車道（内海大洲線）  宇和島北～西予宇和間 2503 

九州横断自動車道（延岡線）  嘉島JCT～矢部間 2801 

東九州自動車道 東九州自動車道 蒲江～北川間 2901 

  清武JCT～北郷間 2902 

  北郷～日南間 2903 

  志布志～末吉財部間 2904 

  佐伯～蒲江間 2905 
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（３）路線名 

路線名は、政令、告示等による正式な路線名を入力することを原則とし、必要に応じ括

弧書き等で通称名を記入する。高速自動車国道は、表１－１１又は、表１－１２の路線名

とする。 

 

（４）主路線・従路線フラグ 

主路線・従路線フラグは、「２．２ 主路線・従路線の定義」に基づき、表１－１３の

とおり設定する。 

［解説］ 

分離区間における主路線・従路線の扱いは「（１２）分離区間の分離区分」を参照。 

表１－１３ 主路線・従路線フラグ 

主路線・従路線フラグ コード番号 

主路線 1 
従路線 2 

   

（５）管理区分 

管理区分は道路管理者を表し、表１－１４に基づき設定する。 

［解説］          

表１－１４ 管理区分 

管理区分 コード番号 

国土交通大臣 1 
都道府県知事又は都道府県 2 
指定市の長又は指定市 3 
東日本・中日本・西日本高速道路株式会社 4 
首都高速道路株式会社 5 
阪神高速道路株式会社 6 
本州四国連絡高速道路株式会社 7 
地方道路公社等 8 
その他 9 

 

権限代行区間は実際に道路を管理している道路管理者を設定する。 

指定区間外の一般国道の道路管理者は都道府県知事又は指定市の長であり、都道府

県道の道路管理者は都道府県又は指定市であるが、この二つを区別することは実務上

重要とは考えられないので同一のコードを用いるものとする。 

「地方道路公社等」とは、地方道路公社法にもとづき地方公共団体により設立され

た又は道路整備特別措置法第１８条により料金を徴収している道路管理者である。 

「その他」とは、道路ネットワークを構成するために必要な市町村道等、道路種別

が「その他：８」となる道路に用いる。 
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（６）現道旧道区分 

現道旧道区分は、以下に分類され、表１－１５に基づき設定する。 

①現道とは旧道・新道以外の道路をいい、主路線を構成する。 

②旧道とは、バイパス等の建設に伴い建設前の元の道路が他の道路として編成（入）され

ず存在する場合、その元の道路をいう。 

③新道とは、バイパス部分が現道に連結されないで、部分的に供用されている区間をいう。

④旧道集約とは、「３．（３）線形改良に伴い発生する小区間における分割点の扱い（Ａ）

現道の分割を省略してよいケース」において、旧道を集約して一つの交通調査基本区間と

する場合をいう。 

［解説］          

現道、旧道、新道は「道路施設現況調査要項」に準じた分類である。 

 

表１－１５ 現道旧道区分 

現道旧道区分 コード番号 

現道 1 
旧道 2 
新道 3 
旧道集約 ４ 

 

（７）道路施設現況調査の路線名コード 

道路施設現況調査の路線名コードは、（２）で設定した路線番号と道路施設現況調査の

路線名コードが異なる場合に、道路施設現況調査の路線名コードを設定する。 

［解説］          

道路施設現況調査の路線名コードは、交通調査基本区間の延長と道路施設現況調査

（調査結果は道路統計年報に活用される）の実延長との整合性を図るために設定す

る。 

路線名コードは「道路施設現況調査要項」に従って、道路施設現況調査で別途設定

されており、一部区間において（２）で設定した路線番号と異なる場合がある。この

場合に、道路施設現況調査の路線名コードを引用して設定する。なお、（２）で設定

した路線番号と道路施設現況調査の路線名コードが同じ場合は、空欄とする。 

 

（８）道路施設現況調査の路線分割番号 

道路施設現況調査の路線分割番号は、道路施設現況調査において行政境界で路線分割が

実施されている場合に、当該路線分割番号を設定する。 

［解説］          

道路施設現況調査の路線分割番号は、交通調査基本区間の延長と道路施設現況調査（調

査結果は道路統計年報に活用される）の実延長との整合性を図るために設定する。 
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なお、「（７）道路施設現況調査の路線名コード」が空欄の場合、路線分割番号は空欄と

する。 

 

（９）市区町村コード 

市区町村コードは、「統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードを定めた件（昭

和４５年４月１日行政管理庁告示第４４号）」の標準コードを設定する。また、指定市に

ついては、指定市の標準コードではなく、区毎に定める標準コードを用いるものとする。

［解説］          

平成 22 年度道路交通センサス時に初期設定した際は、平成 22 年 4 月 1 日時点に定める

標準コードを用いた。市町村合併があった場合は、標準コードが変更されるため、合併後

の市町村コードを設定する。 

 

 

（１０）自動車専用道路の別 

 自動車専用道路区間とは、高速自動車国道又は道路法第４８条の２に基づき自動車専用

道路として指定されている区間をいい、表１－１６に基づき設定する。 

［解説］          

表１－１６ 自動車専用道路の別 

自動車専用道路の別 コード番号

下記以外 0 
自動車専用道路の区間 1 

 

 

（１１）区間種別 

 区間種別は、以下に分類され、表１－１７に基づき設定する。 

①通常区間：②～⑥以外の区間をいう。 

②上下線分離区間：上下線間に道路管理者が管理する敷地以外があり、上下線で延長が著

しく異なる、又は上下線間がおよそ 100m 以上の場合に、上下線それぞれに交通調査基本

区間を設定する区間をいう。２．２の解説の例⑤を参照されたい。 

③複断面区間：同一路線が専用部と一般部からなる場合に、専用部と一般部のそれぞれに

交通調査基本区間を設定する区間をいう。２．２の解説の例⑥を参照されたい。 

④交通不能区間：道路構造令第 4条に規定される「普通自動車」が走行できない未改良道

路（供用済）の区間をいう。 

⑤循環区間：島や半島等を一巡りして元の地点に戻る区間をいう。２．２の解説の例⑦を

参照されたい。 

⑥部分供用区間：部分的に供用した区間で交通量が非常に少ない区間をいう。 
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［解説］          

表１－１７ 区間種別 

区間種別 コード番号 

通常区間 0 
分離区間 上下線分離区間 1 

複断面区間 2 
上下線分離かつ複断面区間 3 

交通不能区間 6 
循環区間 7 
部分供用区間 8 

       ※コード番号 1～8 のうち複数の区間種別が該当する場合は、 

最も小さいコード番号を採用する。 

 

 ①通常区間 

一般的には、通常区間に該当する。 

 ②上下線分離区間 

上下線分離区間については「２．２の解説の例⑤」を参照されたい。 

 ③複断面区間 

複断面区間では、専用部と一般部とがそれぞれの交通機能を担っているため、交通

量、道路状況等をそれぞれ調査する必要があり、専用部と一般部のそれぞれに交通調

査基本区間を設定する。「２．２の解説の例⑥」を参照されたい。 

④交通不能区間 

交通不能区間とは、道路構造令第 4 条に規定される「普通自動車」が走行できない区

間をいうため、交通不能区間であっても小型自動車等が通行できる区間が一部含まれる

場合があることに留意する必要がある。 

なお、道路施設現況調査では、「車両制限等一時的に通行の禁止若しくは制限されて

いるもの又は災害その他により現在交通不能であっても、1 年以内に復旧完成の見込み

のあるものは、交通不能区間に該当しない。」とされており、これに従うこととする。 

同一路線の連続した交通不能区間は、一つの枝路線として区別して扱うため、交通

不能区間の端点の近傍に「３．交通調査基本区間の定義」にしたがう分割点が存在し

ない場合は、必要に応じ分割点を設定し、「４．６（１９）接続区分」コードを 4（異

なる 2 つの枝路線の端点同士だけが接続する箇所）とする。 

 ⑤循環区間 

この区間は、幹線道路ネットワークとしては、行き止まりを意味することから、例

えば、最短経路探索等においてネットワークから除外する必要がある。 

⑥部分供用区間 

部分供用区間は、道路施設現況調査の実延長算定の対象となっており、「（１５）区

間延長」には供用済延長を記入する。部分供用時には、区間の端点が交通調査基本区
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間の設定対象外の市区町村道だけに接続している場合があり、その場合は、「４．６（１

９）接続区分」コードを 8（枝路線の端点が他の枝路線と接続しない箇所）とする。 

 

（１２）分離区間の分離区分 

 分離区間の分離区分は、（１１）における分離区間の区間種別に応じ、表１－１８の区

分で分類して設定する。 

 

［解説］ 

表１－１８ 分離区間の分離区分 

分離区
間以外 

   分離区間 
コード番号  

上下線分離 複断面 
上下線分離 
かつ複断面 

分離なし    0  
 上り線  上り主断面 1  
 下り線 主断面 下り主断面 2 ※主路線

   上り従断面 3  
  従断面 下り従断面 4  

 

分離区間以外の区間（通常区間、交通不能区間、循環区間、部分供用区間）は、全て

分離なし（コード０）とする。 

分離区間における「（４）主路線・従路線フラグ」の設定方法は下記１）２）のとおり。 

１）分離区間を含む枝路線が主路線の場合（図１－２（２）⑤⑥参照）は、以下に従う。 

・「上下線分離区間」は、下り線を主路線、上り線を従路線とする。 

・「複断面区間」の主路線である主断面は、複断面区間の専用部・一般部のうち主た

る交通を担っている側（専用部が多い）をいい、従路線である従断面は他の一方（一

般部が多い）をいう。 

・「上下線分離かつ複断面区間」の主路線は下り主断面とし、従路線はそれ以外とする。 

２）分離区間を含む枝路線が従路線の場合は、全て従路線とする。 

 

（１３）分離区間の主路線の交通調査基本区間番号 

 分離区間の主路線の交通調査基本区間番号は、分離区間が従路線（（１２）で設定した

分離区分コードが１、３、４の区間）の場合に、対応する主路線（（１２）で設定した分

離区分コードが２の区間）の区間番号を入力し、それ以外の区間では、空欄とする。 

［解説］ 

分離区間の主路線の交通調査基本区間番号を用い、従路線と対応する主路線を組み合

わせることで、上下線分離区間及び複断面区間を一つの断面としてとらえたデータの

集計分析が可能となる。 
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なお、図１－１３のように、１区間の従路線に対して、複数の主路線の区間が対応

している場合は、最も起点側の区間番号を設定する。 

 

［例：上下線分離で１区間に対して複数の区間が対応している場合］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１３ １区間の従路線に対して複数の主路線の区間が対応している場合の例 

 

（１４）分離区間の延長非集計フラグ 

 分離区間の延長非集計フラグは、道路の実延長の集計対象から除外する区間を明確にす

るため、表１－１９に基づき設定する。 

［解説］ 

表１－１９ 分離区間の延長非集計フラグ 

延長集計フラグ コード番号

集計対象区間 0 
集計非対象区間 1 

 

分離区間の延長非集計フラグは「道路施設現況調査」の実延長との整合性を図るため、

設定するものである。 

分離区間の上下線分離区間では、上り線・下り線のうち最も延長の長い経路を「集計対

象区間」とする。また、複断面区間にあっては延長の重複計算を避けるため、主断面のみ

を「集計対象区間」とする。さらに、「上下線分離かつ複断面区間」では、最も延長の長い

経路の主断面を「集計対象区間」とする。その結果、分離区間のうち、これらの「集計対

象区間」以外は、「集計非対象区間」となる。 

 一方、（１１）の区間種別が通常区間、交通不能区間及び部分供用区間の場合は、全て「集

計対象区間」とする。したがって、（６）現道旧道区分で区分する旧道やバイパスにおいて

は現道の実延長に旧道やバイパスの実延長を加算することになる。 

起
点 

終
点

上り線で、下り主路線の 0050～
0060 に対応するので、最も起点
側の 0050 を入力 

0050 

0060

0070
0200 

凡例 
下り線 
上り線 
他路線 
通常区間 
区間分割線 

0040 下り線のため、自らが主路線となる
ので入力しない 

下り線のため、自らが主路線となる
ので入力しない 
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（１５）区間延長 

 区間延長は、道路中心線に沿った交通調査基本区間の延長を表すものであり、0.1 ㎞単

位で設定する。 

［解説］ 

 区間延長の設定に用いる区間端点（以下「現地参照点」という。）は、幹線道路同士の

交差点の場合、基本的には交差点内の中央となる。詳細は、「別添１－２ 接続点の現地

参照点の設定方法」を参照されたい。 

また、高速道路会社等で独自に現地参照点を設定している場合は、上記の限りではない。 

  なお、区間延長の属性変更は、0.1km 単位の延長が変化した場合にのみ行う。 

 

（１６）高規格道路区分 

 高規格道路区分は、高規格幹線道路、地域高規格道路、高規格道路以外の道路に分類さ

れ、表１－２０に基づいて設定する。 

［解説］ 

表１－２０ 高規格道路区分 

高規格道路区分 コード番号

高規格幹線道路  1 
地域高規格道路 2 
高規格道路以外の道路 0 

高規格幹線道路は、自動車の高速交通の確保を図るため必要な道路で、全国的な自

動車交通網を構成する自動車専用道路であり、高速自動車国道および一般国道の自動

車専用道路（本州四国連絡道路を含む）のうち、昭和 62 年に建設大臣が指定した道路、

又は高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路をいう。 

地域高規格道路は、高規格幹線道路と一体となって地域発展の核となる都市圏の育

成、地域相互の交流促進、空港・港湾等の広域交通拠点との連絡等に資する自動車専

用道路又はこれと同等の規格を有する道路として指定される道路をいう。 

 

（１７）一般国道区分 

 一般国道区分は、一般国道（指定区間）、一般国道（指定区間外）、一般国道以外の道路

に分類され、表１－２１に基づいて設定する。 

［解説］ 

表１－２１ 一般国道区分 

一般国道区分 コード番号 

一般国道（指定区間） 1 
一般国道（指定区間外） 2 
一般国道以外の道路 0 
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「指定区間」とは、「一般国道の指定区間を指定する政令（昭和３３年６月２日政

令第１６４号）」に定められた区間とする。 

「指定区間」、「指定区間外」の区分は、いわゆる「直轄区間」「補助区間」とは異

なるものであることに注意すること。すなわち、高速道路会社や地方道路公社が管理

する区間が「指定区間」である場合があり（道路整備特別措置法第４条、第７条の５、

第７条の９、第７条の１６）、また一方、いわゆる「国土交通大臣権限代行区間」（国

土交通大臣が道路法第２７条本文の規定により指定区間外の国道の新設もしくは改築

を行う区間）は「直轄区間」であっても、「指定区間」ではない。 

 

（１８）一方通行フラグ 

一方通行フラグは、交通調査基本区間における恒常的な一方通行規制の状況を表すもの

であり、表１－２２に基づき設定する。 

［解説］ 

表１－２２ 一方通行フラグ 

一方通行フラグ コード番号 

なし 0 
一方通行（起点から終点方向に通行可能） 1 
一方通行（終点から起点方向に通行可能） 2 

 

恒常的な一方通行規制とは、幅員狭小区間や都市内等で行われる全時間帯の一方通

行規制をいい、交通調査基本区間の一部区間での一方通行規制も含む。一方、工事等

による期間を限った一方通行規制、朝夕のピーク時やその他の時間帯に限って行われ

る一方通行規制は、対象としない。 
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（１９）接続区分 

接続区分は、「３．交通調査基本区間の定義」における分割箇所の区分及び他の枝路線

との接続の形態を表すものであり、表１－２３に基づき設定する。 

［解説］ 

表１－２３ 接続区分 

他の枝

路線 
交差点 接続区分 

コード 

番号※1 

  

他
の
枝
路
線
と 

 
 
 
 
 

接
続
す
る 

三
枝
以
上
の 

 

交
差
点
※2

を 

 
 

形
成
す
る 

他の枝路線の交通調査基本区間（複数ある場合は、最小の

区間番号のもの）の「終点側」と接続する箇所 

 
１ 

 

他の枝路線の交通調査基本区間（複数ある場合は、最小の

の区間番号のもの）の「起点側」と接続する箇所 

 
２ 

 

  

三
枝
以
上
の
交
差
点
※2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
形
成
し
な
い 

都道府県境（都道府県が異なると必ず別の枝路線になる） ３ 

異なる 2 つの枝路線の端点同士だけが接続する箇所 ４ 

 

他
の
枝
路
線
と 

 
 
 
 
 

接
続
し
な
い 

管理区分が異なる箇所、又は自動車専用道路に指定されて

いる区間の起点終点 ５ 

市区町村境 ６ 

大規模施設等へのアクセス点 ７ 

枝路線の端点（他の基本区間と接続しない） ８ 

旧分割点 ９ 

※１ 複数の接続区分に該当する場合は、最も小さいコード番号の接続区分を採用する。 
※２ ここでいう交差点は、交通調査基本区間の設定対象道路同士が接続する交差点を意味する。よって、設定対象道

路以外の道路との交差点では、区間の分割は行わない。また、立体部等で地図上では交差していても接続していな

い（自動車類が行き来できない）場合も区間の分割は行わない。 

図１－１４ 各接続区分の代表例 

（接続区分１） （接続区分２） （接続区分３） 

（接続区分４） （接続区分５） （接続区分６） 

交差点・JCT 交差点・JCT

接続先交通調査基

本区間の起点側と

接続 都道府県境

異なる路線が端点同士で接続 

国道○号 国道△号

市区町村境

国道〇〇〇号

国が管理

ショッピング 
センター 大規模団地 

未供用 対象外の道路 旧市区町村境（現在は合併）

（接続区分７） （接続区分８） （接続区分９） 

接続先交通調査基

本区間の終点側と

接続 

県が管理
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１）接続区分等の設定の目的 

接続区分は、交通調査基本区間の分割理由を示すと同時に、「（２０）接続先交通調査基

本区間番号及び世代管理番号（十の位）」及び「（２１）枝路線内の前（次）の交通調査基

本区間番号及び世代管理番号（十の位）」と相まって、交通調査基本区間データから基本

交差点データを２次生成する際に利用される。なお、基本交差点データを用いることによ

り、交差点単位の交通データの集約が容易に行えるだけでなく、さらに道路ネットワーク

データを生成することができ、様々な交通分析に活用できるようになる。 

 

２）設定可能な接続区分と優先順位 

表１－２３は、「他の枝路線と接続する場合」には、接続区分を１～４とし、接続しな

い場合には、接続区分５～９とする。また、交通調査基本区間が 3 区間以上接続し「三枝

以上の交差点を形成する場合」には、接続区分を１～２とし、形成しない場合には、接続

区分３～９とする。なお、複数の接続区分に該当する場合は、最も小さいコード番号の接

続区分を優先して採用する。 

 

３）接続区分設定の留意点 

  接続区分の設定は以下を踏まえて行う。なお、各接続区分の設定例については、図１

－１４および「別添１－３ 接続区分及び接続先交通調査基本区間番号等の設定例」を

参照されたい。 

 

 ＜接続区分１＞他の枝路線と接続し、接続先交通調査基本区間の「終点側」端点と接続

する箇所 

当該接続点が他の枝路線と接続し、接続する他の枝路線の区間のうち（接続する区間の

うち区間番号が最も小さい交通調査基本区間、すなわち、「（２０）接続交通調査基本区間

番号」に記載されている区間に限る。）の「終点側」と接続している場合をいう。 

他の枝路線と接続する箇所には、重用路線との接続点、主路線・従路線との分合流点を

含める。また、スマート IC の設置箇所もこれに該当する。 

 

 ＜接続区分２＞他の枝路線と接続し、接続先交通調査基本区間の「起点側」端点と接続

する箇所 

当該接続点が他の枝路線と接続し、接続する他の枝路線の区間のうち（接続する区間の

うち区間番号が最も小さい交通調査基本区間、すなわち、「（２０）接続交通調査基本区間

番号」に記載されている区間に限る。）の「起点側」と接続している場合をいう。 

なお、通常は「他の枝路線の起点と接続する場合」に該当する事が多いものの、「路線

の上下線方向が逆転している他の枝路線」、「交通調査基本区間の更新によって降格となっ
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た区間」においても該当することがある。 

 

 ＜接続区分３＞都道府県境 

都道府県単位で枝路線を設定するため、都道府県境は枝路線の起点終点となる。 

 

＜接続区分４＞2つの枝路線の端点同士だけが接続し、他の交通調査基本区間は接続して

いない箇所 

当該接続点に 3 つ以上の交通調査基本区間が接続する場合、接続区分は 1 又は 2 となる。 

 

＜接続区分５＞管理区分が異なる箇所、又は自動車専用道路に指定されている区間 

「管理区分が異なる箇所」とは、「（５）管理区分」で分類される管理区分が変更となる

場合をいい、国道事務所の管理境界等は含めない。 

 

＜接続区分７＞大規模施設等へのアクセス点 

交通流の変化点として重要な大規模施設・住宅団地等の出入口に直接接続している場合、

又はそれらへのアクセス道路（交通調査基本区間設定の対象外の市区町村道に限る。）と

接続している場合をいう。 

 

＜接続区分８＞枝路線の端点が他の枝路線と接続しない箇所 

旧道集約（「３．（３）の（Ａ）」参照）や部分供用路線のように、枝路線の起点又は終

点が交通調査基本区間の設定対象道路と接続していない場合が該当する。 

 

＜接続区分９＞旧分割点 

旧分割点は、過去に接続区分１～８の理由に該当して分割された箇所が、接続路線の廃

道、市町村合併等に伴い、いずれの理由にも該当しなくなった場合に用いる。このように、

分割する理由がなくなった場合も、旧交通調査基本区間は統合せず、接続区分を「旧分割

点：9」に変更することで対応する。 

 

（２０）接続先交通調査基本区間番号及び世代管理番号（十の位） 

接続先交通調査基本区間番号及びその世代管理番号は、当該交通調査基本区間の起点

側、終点側の端点のそれぞれについて、「（１９）接続区分」のコード番号が１、２、３又

は４の場合に、接続先の他の枝路線の交通調査基本区間のうち最小の区間番号及びその世

代管理番号（十の位）を記入する。それ以外の場合は空欄とする。 

［解説］ 

 交通調査基本区間の端点の「（１９）接続区分」のコード番号が１又は２の場合は、他の

枝路線との接続点は、いわゆる交差点となっている。この場合に接続点に接続する他の交
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通調査基本区間が複数あるときは、最小の交通調査基本区間番号のみ記載する。 

なお、「４．２ 交通調査基本区間番号と世代管理番号」で示したとおり、区間番号は、

都道府県コード（2 桁）、道路種別コード（1 桁）、路線番号（4 桁）及び順番号（4 桁）を

組み合わせた 11 桁からなるため、道路種別の異なる複数の枝路線が接続している場合は、

道路種別コードが小さい上位の道路の区間番号が小さくなることに留意する必要がある。

ただし、稀な例ではあるものの、都道府県境に交差点がある場合には、異なる都道府県の

交通調査基本区間が同一交差点に接続する場合がある。この場合、都道府県コードを含め

た 11 桁の区間番号が最も小さいものを上位とするので、道路種別コードが小さい方が必ず

上位になるとは限らない。 

 一方、「（１９）接続区分」のコード番号が３（都道府県境）となるのは、路線が都道府

県を跨ぐ場合であり、同一路線が連続していても、異なる枝路線が都道県境で接続してい

ると考えることになる。すなわち、都道県境は枝路線の起点又は終点となり、接続先交通

調査基本区間番号には、隣接都道府県側の同一路線の交通調査基本区間番号を記入する。 

 「（１９）接続区分」のコード番号が４の場合は、単路において 2 つの枝路線の端点同士

だけが接続する場合であり、互いに接続する相手の交通調査基本区間番号を記入する。 

 また、接続先交通調査基本区間の世代管理番号を十の位のみ記入するのは、接続先の交

通調査基本区間の属性変更（世代管理番号の一の位の変更）により、当該交通調査基本区

間の属性変更すなわち世代管理番号の変更が生じるのを防ぐためである。その結果、ある

交通調査基本区間の属性変更が、接続する交通調査基本区間に波及しなくなる。 

図１－１５に、接続先区間番号(十の位)の変更が発生しない例を示す。 

［県道区間（0110）の属性（区間延長）の変更が国道の区間（0020）に影響しないケース］ 

 
交通調査 

基本区間番号 

世代管理番号 

･･･

起点側 

接続先交通調査

基本区間番号 

世代管理 

番号 

（十の位）

終点側 

接続先交通調査 

基本区間番号 

世代管理 

番号 

（十の位）
十の位 一の位 

**3****0020 0 0  **3****0110 0 ･･･ ･･･ 
**6****0110 0 1  ･･･ ･･･ **3****0020 0 

 

図１－１５ 接続先区間番号(十の位)の変更が発生しない例 

 

なお、接続交通調査基本区間番号の設定例については、「別添１－３ 接続区分及び接続

先交通調査基本区間番号等の設定例」を参照されたい。 

 

(県道) 

(国道) 

0110-01 
0120-00

0020-00

0110-00 

属性変更区間 
※延長変更 

接続先区間の一の位の

変更によって接続先区

間の世代管理番号を更

新する必要はない 
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（２１）枝路線内の前（次）の交通調査基本区間番号及び世代管理番号（十の位） 

枝路線内の前（次）の接続交通調査基本区間番号は、交通調査基本区間の起点側（終点

側）の端点に接続する同一枝路線の交通調査基本区間番号を設定する。なお、枝路線の起

点及び終点では、空欄とする。 

［解説］ 

枝路線内の前（次）の交通調査基本区間番号の設定例を図１－１６に示す。 

この場合、枝路線①の起点を端点とする区間（0010）は「枝路線内の前の交通調査

基本区間番号」が空欄となり、枝路線①の終点を端点とする区間（0030）は、「枝路線

内の次の交通調査基本区間番号」が空欄となる。 

一方、区間（0100）は枝路線②の起点を端点とするため、「枝路線内の前の交通調査

基本区間番号」が空欄となり、区間（0110）は、枝路線②の終点を端点とするため、「枝

路線内の次の交通調査基本区間番号」が空欄となる。 

なお、その他の設定例については、「別添１－３ 接続区分及び接続先交通調査基本

区間番号等の設定例」を参照されたい。 

 

図１－１６ 枝路線内の前（次）の交通調査基本区間番号の設定例 

 

（２２）備考欄 

備考欄は、「（１９）接続区分」のコード番号が７（大規模施設等へのアクセス点）の場

合には、アクセス先の大規模施設等を特定できる名称等を必ず記入する。 

［解説］ 

アクセス先の大規模施設等を特定できる名称等の例として、「○○工業団地」、「○○

空港」、「旧国道○○号（市道）と接続」等がある。 

「（１９）接続区分」のコード番号が７以外の場合は、交通調査基本区間の起点側又

は終点側の交差点名等のメモ欄として使用してもよい。 

 

枝路線の

起点 
0010 0020 0030 

※4 桁の数字は基本区間番号の下 4 桁を示す 
※枝路線①と②は同じ路線に属するものとする 

枝路線の

終点 

0100 
0110 

枝路線① 

枝路線② 




